
健
康
長
寿
課
　
　 

　（
1

８７
‐
0
8
8
8
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問 

       Ｑ
　
今
回
の
見
直
し
は
、
な
ぜ
行
わ
れ
る
の

で
す
か
？
 

 A
　
平
成
２１
年
4
月
に
見
直
さ
れ
た
要
介
護

認
定
に
つ
い
て
、
専
門
家
や
利
用
者
・
家

族
の
代
表
者
な
ど
か
ら
な
る
厚
生
労
働
省

の
検
討
会
で
検
証
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、

認
定
調
査
の
方
法
を
一
部
見
直
す
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
 
 

　
　
具
体
的
に
は
、
「
認
定
調
査
の
一
部
の

項
目
に
つ
い
て
、
日
頃
の
状
態
を
よ
り
重

視
す
る
こ
と
と
す
る
」
な
ど
、
調
査
項
目

の
考
え
方
が
一
部
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
 

 Ｑ
　
今
回
の
見
直
し
に
よ
り
、
要
介
護
度
の

仕
組
み
そ
の
も
の
が
変
わ
る
の
で
す
か
？
 

 A
　
要
介
護
度
は
病
気
な
ど
の
重
症
度
で
は

な
く
、
必
要
と
さ
れ
る
介
護
の
量
で
決
ま

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
通
り
、「
要
支
援
１

〜
2
、
要
介
護
1
〜
5
」
の
7
段
階
で
あ

り
、
要
介
護
度
の
仕
組
み
そ
の
も
の
が
変

わ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 Ｑ
　
更
新
申
請
を
行
う
際
に
、
更
新
前
の
要

介
護
度
を
選
択
で
き
ま
す
か
？
 

 A
　
9
月
中
に
更
新
の
申
請
を
行
っ
た
場
合

は
、
更
新
前
の
要
介
護
度
を
選
択
で
き
ま

す
が
、
１０
月
か
ら
、
見
直
し
を
行
っ
た
要

介
護
認
定
の
調
査
方
法
が
実
施
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
１０
月
以
降
に
要
介
護
認
定
申
請

を
行
っ
た
場
合
は
、
実
際
の
判
定
結
果
を

も
っ
て
要
介
護
度
が
決
定
さ
れ
ま
す
。
 

       　
災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情
で
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
場
合
に
は
、
保
険
料
の
徴
収
猶

予
や
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

○
被
保
険
者
本
人
ま
た
は
そ
の
世
帯
の
生
計

を
支
え
る
か
た
が
、
震
災
・
風
水
害
・
火

災
な
ど
の
災
害
に
よ
り
住
宅
や
家
財
な
ど

の
財
産
に
著
し
い
損
害
を
受
け
た
場
合
 

○
世
帯
の
生
計
を
支
え
る
か
た
が
、
失
業
な

ど
の
事
由
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し

た
場
合
 

※
今
年
度
に
お
け
る
、
介
護
報
酬
改
定
に
よ

る
介
護
保
険
料
の
上
昇
分
は
、
介
護
従
事

者
処
遇
改
善
臨
時
特
例
交
付
金
に
よ
り
、

一
部
抑
制
さ
れ
て
い
ま
す
 

        　
市
で
は
、
高
齢
者
が
自
立
し
た
生
活
を
継

続
で
き
る
よ
う
に
、
介
護
保
険
対
象
外
の
支

援
を
必
要
と
す
る
か
た
に
対
し
、
次
の
よ
う

な
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
 

　
生
活
不
安
を
解
消
し
、
今
の
暮
ら
し
を
よ

り
安
心
で
安
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
こ

れ
ら
の
事
業
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
 

 自
立
し
た
生
活
を
お
手
伝
い
し
ま
す
 

●
軽
度
生
活
援
助
事
業
 

　
軽
易
な
日
常
生
活
の
援
助
（
買
い
物
、

掃
除
、
調
理
、
洗
濯
、
除
雪
）
を
行
い
ま

す
。
 

　
経
費
の
一
部
は
利
用
者
が
負
担
し
ま
す
。

（
１
回（
１
時
間
2
0
0
円
、
除
雪
の
場
合

は
、
１
回（
１
時
間
）
に
つ
き
3
0
0
円
）
 

対
象
者
▼
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
な
ど
で
、

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
か
た
。
た

だ
し
、
除
雪
の
場
合
は
要
支
援
以
上
の
か

た
が
い
る
世
帯
 

 近
く
に
身
寄
り
が
い
な
く
て
 

　
屋
根
雪
下
ろ
し
に
困
っ
て
い
る
か
た
へ
 

●
地
域
ぐ
る
み
雪
下
ろ
し
支
援
事
業
 

　
雪
下
ろ
し
に
か
か
る
費
用
と
し
て
１
回

に
つ
き
7
0
0
0
円
が
助
成
さ
れ
ま
す
。

一
冬
期
間
の
助
成
回
数
は
2
回
以
内
で
す
。

（
地
区
に
よ
り
4
回
）
 

対
象
者
▼
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
な
ど
で
、

か
つ
要
援
護
者
と

し
て
市
の
名
簿
（
福

祉
票
）登
載
者
で
、

市
内
に
子
ど
も
お

よ
び
親
族
が
居
住

し
て
い
な
い
市
民

税
非
課
税
世
帯
 

 い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
 

●
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
設
置
事
業
 

　
病
弱
な
た
め
、
緊
急
時
の
対
応
が
困
難

な
世
帯
に
、
シ
ル
バ
ー
コ
ー
ル
を
設
置
し

ま
す
。
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
合
計
所

得
金
額
と
課
税
年
金
収
入
額
の
合
計
が
８０

万
円
を
超
え
る
か
た
と
、
市
民
税
課
税
世

帯
の
か
た
は
、
月
額
1
9
9
円
の
ご
負
担

を
い
た
だ
き
ま
す
。
 

対
象
者
▼
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
 

車
い
す
で
お
で
か
け
の
際
に
 

●
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
 

　
常
時
、
車
い
す
を
利
用
さ
れ
て
い
る
か

た
に
、
通
院
、
リ
ハ
ビ
リ
の
援
助
を
図
る

た
め
、
市
内
の
リ
フ
ト
付
き
タ
ク
シ
ー
利

用
券
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
 

対
象
者
▼
６５
歳
以
上
の
か
た
 

         

       配
食
サ
ー
ビ
ス
を
通
し
て
 

　
　
　
　
見
守
り
を
行
い
ま
す
 

●
給
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
 

　
調
理
な
ど
が
困
難
な
か
た
を
対
象
に
、

健
康
な
ど
を
勘
案
し
た
食
事
を
配
達
し
安

否
確
認
を
行
い
ま
す
。
１
食
2
1
0
円
の

ご
負
担
を
い
た
だ
き
ま
す
。
 

対
象
者
▼
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
な
ど
 

　
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
そ
の
人

ら
し
い
生
活
を
送
る
た
め
に
、
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス

が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

市
で
は
、
高
齢
者
の
生
活
を
支
え
る
総
合
機

関
と
し
て
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
「
や

す
ら
ぎ
」
を
設
置
・
運
営
し
て
い
ま
す
。
 

　
高
齢
者
や
そ
の
家
族
の
相
談
・
心
配
ご
と

な
ど
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

高
齢
者
総
合
相
談
窓
口
 

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
「
や
す
ら
ぎ
」
 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
す
ら
ぎ 

　
　
　
　
　
　
　
　（
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問 

史跡整備課（188‐1113） 問 

６５
歳
以
上
の
か
た
へ

歳
以
上
の
か
た
へ
 

６５
歳
以
上
の
か
た
へ
 

介
護
保
険
制
度
の
お
知
ら
せ

介
護
保
険
制
度
の
お
知
ら
せ
 

介
護
保
険
制
度
の
お
知
ら
せ
 

要
介
護
認
定
・
要
支
援
認
定
を 

　
　
　
　
　
申
請
さ
れ
る
皆
様
へ 

平
成
２１
年
１０
月
か
ら  

　
要
介
護
認
定
の
調
査
方
法
が 

　
　
　
　
一
部
見
直
さ
れ
ま
し
た 

第
１
号
被
保
険
者（
６５
歳
以
上
）の 

　
　
　
　
介
護
保
険
料
に
つ
い
て 

介
護
保
険
料
減
免
制
度
を 

　
　
　
　
　
ご
存
知
で
す
か 

高
齢
者
の
在
宅
生
活
を 

　
　
　
　
　
　
支
援
し
ま
す 

介
護
保
険
対
象
外
の
支
援
を 

　
　
必
要
と
す
る
か
た
へ
の
事
業
を 

　
　
　
　
　
　
　
　
ご
紹
介
し
ま
す 
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比良野家離れ座敷･長屋門を
新たに勝山市文化財に指定
9月2日、勝山市野向町龍谷51－24に所在する

比良野家離れ座敷と長屋門（所有者：比良野八郎右

ヱ門氏）の2件が、新たに勝山市指定有形文化財

（建造物）に指定されました。これにより、勝山市

指定文化財は65件となりました。

離れ座敷は享保9年（1724）2月に建てられ、

藩主や幕府巡検使の接待の場、俳諧の句会の座とし

て使用されたものです。

また、長屋門は延享4年（1747）3月に建てら

れ、茅葺き屋根だったものを慶応3年（1867）に

瓦に葺き替えた記録が残っています。離れ座敷同様、

勝山藩主・幕府巡検使を迎えるのにふさわしい門構

えの遺構として、貴重なものです。

比良野家は、江戸時代、勝山藩の大庄屋役を務め

た家柄で、持高380石余りを有する豪農でした。

藩主が外出したりする時などに、たびたび「本陣」

として利用されました。

比良野家離れ座敷正面

比良野家長屋門（屋敷内から）


